
【福祉用具貸与】

今回実施した軽度者に係る福祉用具貸与の利用事例調査の結果を分析した結

果、一部の自治体において、判断方法について疑義ある解釈が見受けられたこ

とから、下記のとおりＱ＆Ａにまとめたので、ご留意の上、関係機関等への周

知をお願いしたい。

１ 車いすについては、認定調査項目の「歩行」が「できる」に該当する

場合、長距離歩行ができない方や、屋外における歩行ができない方であ

っても、例外要件に該当しないと判断するのか。

（答）

長距離歩行ができない方や、屋外における歩行ができない方について

は 「歩行」が「できる」に該当する場合であっても、例外要件に該当し、

ないと必ずしも判断されるわけではない。

すなわち、車いすの例外要件については、以前より、認定調査項目の

「歩行」によるほか 「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認、

められる者」としてケアマネジメントによる総合的な判断が認められお

り、地域の実情に応じて判断することとなる。

したがって 「長距離歩行は移動ではない 「屋外は日常生活範囲に含、 」、

まれない」等の一律的な判断は妥当ではない。

２ 移動用リフトのうち「昇降座椅子」については、認定調査項目の「立

ち上がり」による必要性の判断ができないと思うが、考え方如何。

（答）

認定調査項目で判断する場合 「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断、

することとなる。

その理由は 「床からの昇降」を補助する「昇降座椅子」は「床から椅、

子の高さまでの動き」を評価する必要があり 「畳からポータブルトイレ、

へ」の「乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要が

あるためである。

したがって、昇降座椅子について「立ち上がり」で必要性を判断する

ことは妥当ではない。


